
第１６号議案 

 

   東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  令和３年２月１２日 

 

提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

 この案は、介護保険料率を改定する等のため提出します。 



東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例 

 

東京都台東区介護保険条例（平成１２年３月台東区条例第５０

号）の一部を次のように改正する。 

 第５条中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度

から令和５年度まで」に改め、同条第１号中「３６,８００円」を

「３８,６００円」に改め、同条第２号中「５０,１００円」を「５

２,６００円」に改め、同条第３号中「５１,６００円」を「５４,

１００円」に改め、同条第４号中「６２,６００円」を「６５,７

００円」に改め、同条第５号中「７３,７００円」を「７７,３０

０円」に改め、同条第６号中「８１,０００円」を「８５,０００

円」に改め、同号イ中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５

条の３第１項」を、「控除して得た額」の次に「とし、当該合計所

得金額が零を下回る場合には、零」を加え、同条第７号中「９２,

１００円」を「９６,６００円」に改め、同条第８号中「１１０,

５００円」を「１１５,９００円」に改め、同条第９号中「１２８,

９００円」を「１３５,２００円」に改め、同条第１０号中「１４

７,４００円」を「１５４,６００円」に改め、同条第１１号中「１

６５,８００円」を「１７３,９００円」に改め、同条第１２号中

「１８４,２００円」を「１９３,２００円」に改め、同条第１３

号中「２０２,６００円」を「２１２,５００円」に改め、同条第

１４号中「２２１,０００円」を「２３１,８００円」に改める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 



（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都台東区介護保険条例（以下「新

条例」という。）の規定は、令和３年度分からの保険料について

適用し、令和２年度分までの保険料については、なお従前の例

による。 

（令和３年度から令和５年度までにおける保険料率の特例） 

３ 新条例第５条第１号に規定する第１号被保険者の令和３年度

から令和５年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、

２３,２００円とする。 

４ 新条例第５条第２号に規定する第１号被保険者の令和３年度

から令和５年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、

３３,２００円とする。 

５ 新条例第５条第３号に規定する第１号被保険者の令和３年度

から令和５年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、

５０,２００円とする。 

（令和３年度から令和５年度までにおける保険料率の算定に関す

る基準の特例） 

６ 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所

得又は同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得が

含まれている者の令和３年度における保険料率の算定について

の新条例第５条（第６号イ、第７号イ、第８号イ、第９号イ、

第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ及び第１４

号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同条第６号イ

中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法（昭和４０年法律



第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得及び同法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、

同法第２８条第２項の規定によって計算した金額及び同法第３

５条第２項第１号の規定によって計算した金額の合計額から１

０万円を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零と

する。）によるものとし、租税特別措置法」とする。 

７ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について

準用する。この場合において、同項中「令和２年」とあるのは、

「令和３年」と読み替えるものとする。 

８ 第６項の規定は、令和５年度における保険料率の算定につい

て準用する。この場合において、同項中「令和２年」とあるの

は、「令和４年」と読み替えるものとする。 

 


